更新申請に関するQ&A
（提出前に必ずお読みください）

Q1：局から案内通知が届きましたが、更新しない場合はどうなりますか？
A1：指定の期限までは有効ですが、その後は自動的に失効となります。


Q2：提出する際、申請書類の日付はどうすればいいですか？ また、「フラットファイルに綴じて」とありますが、詳細を説明してほしいです。
A2：書類の日付は特別な事情がない限り、すべて発送日で統一してください。
フラットファイルにつきましては、A4サイズ、紙製、色はブルーでお願いいたします。「表紙」および「背表紙」に、「指定給水装置工事事業者申請書」と「事業者名」のラベル貼付をお願いします。


Q3：給水装置工事主任技術者免状と主任技術者証は、両方必要ですか？
A3：原則として免状が必要ですが、免状をお持ちでない場合は主任技術者証（カード型）でも差し支えありません。


Q4：履歴事項全部証明書や住民票抄本は、原本ではなく写し（コピー）でも提出できますか？ また、発行から何ヵ月以内の書面が必要でしょうか？

A4：これらの書類は、原本での提出をお願いしております。発行日は、おおむね3ヵ月以内の書面をご提出ください。ただし、以下の条件で写し（コピー）での提出を認めます。
* 2か所以上の機関へ同時に申請を行い、原本提出先が明確な場合。
* その際、写しの余白に「原本は〇〇へ提出」と明記してください。
なお、住民票抄本につきましては、那覇市にお住まいの方は、住民票抄本の提出は不要です。

Q5：主任技術者選任届出書の選任年月日はどう書いた方がいいですか？
A5： 引き続き継続して選任される主任技術者の場合は選任年月日の記入は不要です。新たに追加される主任技術者については、届出日と同一日で差し支えありません。
Q6：「指定更新時確認票」とは何ですか？また、どのような内容を確認されるのでしょうか？

A6：「指定更新時確認票」とは、指定給水装置工事事業者の指定更新申請時に、事業者の運営状況が適切であるかを確認するための書類です。以下の4つの項目について確認が行われます。（3ページご提出ください。）

1.  水道事業者（那覇市）が実施する講習会の受講実績
    通知文に同封しています「書面研修のお知らせ」に記載の手順に従い、受講
[bookmark: _GoBack]を証明する研修資料を提出してください。
2.  業務内容
    事業者がどのような給水装置工事の業務を行っているかを確認します。
3.  「外部研修（例：e-ラーニング研修）」や「自社内研修」等の受講状況
    那覇市が実施する講習会以外に、事業者が自主的に行っている技術向上
や知識習得のための研修（外部の研修や社内での教育）の受講状況を確認し
ます。
4.  適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
    給水工事に係る技能を示す資格者証の写し（例：配管工証、配管技能士証、
講習を受けて取得できる修了証など）の提出が必要です。「配水管からの分
岐～水道メーター」の工事を施行しない場合は、「不要」に☑を入れて提出
してください。

Q7：審査はどのくらいかかりますか？ また更新手数料はいつ支払えばいいですか？

A7：特に問題がなければ、2週間程度で審査完了のご連絡をいたしますので、その後、窓口にて更新手数料（13,000円）をお支払いいただきます。
また、古い事業者証をお持ちの場合は、こちらで回収いたしますので、併せてご持参ください。

Q8：指定事業者の研修を受講したことがありません。この場合は、更新申請できますか？

A8：指定の更新については、水道法第25条の2および第25条の3を準用することから、研修の受講は更新の要件とはされておりません。しかしながら、継続的な技術向上と適正な施工のため、研修は受講するようにしてください。
